
第4回調整作業会�

第5回調整作業会�

第16回河川保全利用委員会�

河川保全利用委員会（琵琶湖河川事務所）調整作業会の開催報告�
　第15回委員会で開催が決定した「グライダー操縦訓練場審査に係る委員意見の取りまとめ」を行う調

整作業会を2回実施しました。�
　委員から提出された審査表のコメントを整理・検討し、審査結果の総合評価を反映した意見書（原案）を､�
第16回委員会に提出しました。�

　第4回調整作業会�

　開催日時：平成19年11月22日（木）17：30～21：00�

　場　　所：野洲川中央公民館　第4講座室�

　参加者数：委員6名（委員長、副委員長、委員4名）�
　　　　　　河川管理者3名�
�
・委員から提出された審査表のコメントの検討を行ない「審査�
   コメント集約表」として整理しました。�
・意見書（原案）は、審査表の審査項目の集約結果をまとめる�
   ことで作成することにしました。�
�
　第5回調整作業会�

　開催日時：平成19年11月27日（火）13：30～16：30�

　場　　所：野洲川中央公民館　第3講座室�

　参加者数：委員4名（委員長、副委員長、委員2名）�
　　　　　　河川管理者3名�
�
・審査表のコメントを再整理し、その結果を踏まえて審査結果�
   の総合評価を反映した意見書（原案）を作成しました。�
�
�
�
第16回　河川保全利用委員会(琵琶湖河川事務所)の開催報告�
　平成19年12月6日（木）、「第16回 河川保全利用委員会（琵琶湖河川事務所）」が開催されました。�
　報告として、前回（第15回）委員会のまとめ、調整作業会の作業結果の報告が行なわれました。審議
として、グライダー操縦訓練場の意見書（原案）の審議、基本理念の審議、平成19年度末に占用許可期
限が満了となる野洲川立入河川公園（守山市）・野洲川河川公
園（野洲市）・野洲川運動公園（栗東市）の第1回審査を行ない、
最後に今後の委員会スケジュールを確認しました。�

�

　開催日時：平成19年12月6日（木）18：00～21：00�

　場　　所：野洲市中央公民館 第１集会室�

　参加者数：委員8名 河川管理者4名　申請者12名�
                 傍聴者25名�



河川保全利用委員会ニュース�

配布資料�
・議事次第�
・第15回河川保全利用委員会 議事骨子整理表�
・第15回河川保全利用委員会審議事項の整理表�
・第4回調整作業会記録�
・第5回調整作業会記録�
・意見書（原案）グライダー操縦訓練場�
・基本理念について（案）�
・審査対象公園審査表（案）�
・審査対象公園概要説明資料�
・今後の委員会運営､審議内容について（案）�

○参考資料�
・占用許可制度のながれ�
・審査表（グライダー訓練場用）�
・一般からのご意見�

今後の委員会開催予定�

議事次第�
1. 開会�
2. 議事�
1） 第15回委員会活動の整理事項�
2） 占用許可申請に対する意見書（案）について�
　　　　・グライダー操縦訓練場�
3） 基本理念について  �
4） 継続占用許可申請施設の審査について�
　　　　・野洲川立入河川公園 （守山市）�
　　　　・野洲川河川公園　　 （野洲市）�
　　　　・野洲川運動公園　　 （栗東市）�
5） 委員会の今後のスケジュール�

3. 一般傍聴者からの意見聴取�
4. その他�
5. 閉会�

第16回　河川保全利用委員会（琵琶湖河川事務所）審議の概要�
1. グライダー操縦訓練場の意見書（原案）の審議�
　委員意見は､「認めても良い」から､「認めてはいけない」まで分かれたため、意見書は以下の3案を作
成し、審議を行いました。�
「案1：条件付で認める」�
「案2：認めないが、条件を改善をすれば再度審査をする」�
「案3：占用を認めない」�
　審議を行った結果、｢案2」をベースに意見書（案）をまとめることとしました。なお、意見書（案）に
は、問題があると判断した事項を記入することとしました。�

2. 平成19年度末に占用許可期限が満了する公園施設の審査�
　河川管理者から審査対象である、野洲川立入河川公園（守山市）、野洲川河川公園（野洲市）、野洲
川運動公園（栗東市）の概要説明が行われ、第１回審査が終了しました。�
　次回の審査は、審査対象公園の現地調査を行なうこととしました。�

　3. 基本理念について�
　委員意見を集約した内容の紹介があり、次回以降に継続して審議することとしました。�
�

● 第17回委員会　 日時：平成19年12月20日（木）9：30～12：30（開場：9：00）�
　　　　　　　　　　　場所：野洲市中央公民館 視聴覚室�
　　　　　　　　　　　■第17回河川保全利用委員会の主な審議内容�
　　　　　　　　　　平成19年度末で占用許可期間が満了となる、野洲川立入河川公園（守山市）・野洲
　　　　　　　　　　川河川公園（野洲市）・野洲川運動公園（栗東市）の現地調査、占用許可継続審議を
　　　　　　　　　　行う予定です。　　　　　　　※審議内容については進行の都合上、変更となる場合があります。�
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